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品質保証ガイドラインと見える化状況検査の関係（イメージ） 
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品質保証ガイドライン 

・ 品質の表示 
・ 公的統計の品質評価 
・ 統計調査の実施過程
の質の評価 

各府省 

取組中 

支援 

第三者の立場から表示状況（一部）を
確認し、必要に応じて支援 

見える化状況検査 



品質保証ガイドラインと見える化検査の関係整理 
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 品質保証ガイドラインに基づく品質表示活動は、統計の品質全てを
カバーしており、見える化状況検査の評価項目を含んでいる。 
 

 現在のところ、品質保証活動は自己評価が中心。 
 
 

 見える化状況検査は、各府省の品質保証活動（特に品質表示）の充
実を支援する取組 
 必要に応じ品質表示事項の掲載内容の作成を支援（検査官とコ
ミュニケーションを取ることで、表示事項に関するアドバイスを
受けることが可能） 

 第三者の立場から、精度に直結する情報の表示状況を確認 
 

 今後、見える化状況検査の取組は、各府省における品質保証活動の
推進やガイドラインの充実に向けた検討においても活用 


	公的統計の品質保証に関するガイドラインと統計精度に関する検査（見える化状況検査）について
	スライド番号 2
	スライド番号 3

